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図１ 板橋区役所設置に関する決議（『市域拡張ニ関スル書類』冊ノ９）

■練馬区が独立!?

 昭和 22 年(1947)８月１日、練馬区が板橋区から

分離独立し、23 番目の区として誕生しました。こ

の独立から 70 周年の記念すべき年に当たり、東京

都公文書館は練馬区立石神井公園ふるさと文化館

との共催企画展「独立 70 周年－練馬区誕生への軌

跡」を開催、平成 29 年６月 24 日から８月 15 日に 

 

 

 

 

 

 

 

 

至る会期中に 6,500 名を超える方々にご観覧いた

だきました。 

 昭和７年（1932）、東京市が周辺の５郡に属する

82 町村を合併して 35 区が成立しました。それま

での東京市(15 区)は江戸以来の市街地、御府内と

称されていた範囲でした。その周辺農村地域であ

った５郡の人口が、20 世紀に入って以降急増して
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いたのです。鉄道の敷設、住宅地の形成が進んで

いたこの地域を組み込んで一体的な大都市行政を

行うため、東京市の範囲を拡張し、新たに 20 区が

設けられました。練馬区域の村々はこの時板橋区

に属すことになりましたが、その区役所が区の東

端・板橋町に置かれるなど行政上の不便さが生じ

ており、練馬の分離独立を目指す取り組みが粘り

強く続けられていきました(図１)。 

 戦後、地方自治の実現を希求する流れの中で独

立はようやく実現したのですが、その前提には長

い歴史の中で培われた地域としての一体性と、住

民自身の持つ郷土練馬への愛着がありました。 

 そこでこの企画展では、江戸以来の練馬地域の

変容と発展の歴史を取り上げ、練馬区誕生への軌

跡をたどる構成としました。そのため以下の６つ

のコーナーを設定しました。 

１ 江戸時代の練馬地域－母胎としての村々 

２ 明治の東京－行政区画の移り変わりと練馬

地域 

３ 地域で育まれた産業 

４ 地域を生かした土地利用 

５ 地域とあゆむ学校 

６ 練馬区の分離独立 

■地域資料と公文書のコラボレーション 

練馬区に限らず都内の自治体には多くの地域資

料館、地域博物館があり、地域資料の調査、保存、

活用に努めています。江戸時代の名主家文書をイ

メージすると分かるのですが、そこには宗門人別

帳や検地帳といった公文書的性格をもった史料と、

家の経営記録や借金証文、さらには私信や蔵書と

が一体となって保管されています。それらが今で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も家で大切に保管されている場合もありますが、 

戦後になると代替わりや屋敷の建て替えなどのタ

イミングで散逸することもあり、その一部が地域

の博物館などに寄贈、寄託されてきました。地域

博物館は多様な内容を有し、所蔵先も区々な地域

資料を扱うために、地域に根を張った息の長い活

動を続けているのです。 

今回の展示は、個人・団体・学校等が所蔵した

り、ふるさと文化館で収蔵されている練馬の地域

資料と、当館が所蔵する東京府・東京市・東京都

の公文書のコラボレーションの機会でもあり、そ

の中で新たな歴史の一コマを発見することができ

ました。 

下に掲げた２点の資料は明治６年(1873)に作成

された「加藤政八家塾開業願」です。明治５年に

日本の近代学校制度に関する基本法令である学制

が発布されると、東京府は管内の私立学校や家塾

に対して、教育状況の明細調書を提出させました。

その流れは家塾等の経営者⇒副戸長(村長)または

戸長⇒東京府となります。図２は、下土支田村の

副戸長(村長)であった小島家に残されたもので、

家塾経営者加藤政八が小島八郎右衛門に提出した

原案です。一方図３は、正式に東京府に受理され、

簿冊に綴じられて管理された願書の原本です。原

案では、学科は漢学とし、習字に国字、五十音、

人名など、読書では三字教、大統歌といった、江

戸時代の手習い塾に由来するテキストが並べられ

ています。それに対して、実際に東京府に提出さ

れた願書では、学科は筆道、読書、算術と変わり、

修身解意、地学大意、窮理学大意など近代学校教

育制度の中で示された科目が並んでいます。副戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 加藤政八家塾開業願書原案（小島家文書） 

練馬区立石神井公園ふるさと文化館蔵 

図３ 加藤政八家塾開業願書 

東京都公文書館蔵 
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図５ 練馬工業高校パズル贈呈式 

長または戸長らが、国の地方官に当たる東京府の

意を忖度して書き換えたか、指示をしたとみてよ

いでしょう。 

このように地域資料と公文書を突き合わせてみ

ることで、近代教育形成期において地域の伝統的

教育が一定の役割を果たしつつ、制度の中に包摂

されていく様相を知ることが出来たのです。地域

博物館と公文書館の連携の可能性と必要性を改め

て認識させてくれる発見でした。 

■思わぬ副産物－練馬区域がジグソーパズルに 

説明パネルとして練馬区域の村・町の変遷図を

時代ごとに作成していく中で、これをジグソーパ

ズルに出来たらいいね、というアイデアが浮かん

できました。どのような方法が可能なのか、都立

練馬工業高校の先生にご相談し、生徒会有志の生

徒さんを中心に、先生方のサポートも得て、同校

で作成していただくことになりました。 
 その手法はベニア合板をレーザー加工機により

切り抜き、ヤスリがけ、ニス塗りで丁寧に仕上げ

ていくという本格的なもの。最終的に明治初年か

ら平成に至る４つの時代について、練馬区域の様

子が見事に浮かび上がるような仕上がりのパズル

４セットを、寄贈していただきました（図４・５）。 
 パズルの台には現在の町名区画が記され、その

上に各時代の村や町の形のピースを当てはめてい

くという趣向で、展示会場では小学生のお子さん

を中心に熱心に取り組む姿がいつも見られ、地域

の歴史に気軽にふれる機会を提供する結果ともな

りました。ここでお名前を列挙することはできま

せんが、都立練馬工業高校の関係各位に改めて感

謝申し上げます。 

■71,314 → 15,859 → 3,472 → 1,718 

 この数字、何の数かおわかりでしょうか。実は

これ、明治以降の全国市町村の数の変遷をたどっ

たものです。明治 21 年(1888)にはほぼ江戸時代以

来の自然村落がそのまま残り 71,314 の町村があ

りました。しかし、明治 22 年施行の市制・町村制

にあわせていわゆる明治の大合併が進められ、約

５分の１に減少します。次いで、戦後昭和 28 年

（1953）10 月施行の町村合併促進法を受けて進め

られた昭和の大合併の結果、昭和 36 年６月段階で

は 3,472 に。その後の平成の大合併により現在は

1,718 市町村となっています。 

 行政事務を効率的に進めるため、国主導による

基礎的自治体の規模の拡大が繰り返されてきた結

果、欧米諸国と比較して際立って自治体規模が大

きくなっているとされる日本。地方自治、住民自

治の観点から、適正な地方公共団体のあり方を問

う議論もみられます。 

 そうした中、住民にとっての利便性という観点

から板橋区との関係を見直し、粘り強い活動の結

果ついに独立を果たした練馬区の動向は、今こそ

想起してみる価値があるといえるでしょう。今回

の共催企画展が、地域の歴史への関心を高めるこ

とに寄与できたならば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ パズル製作風景 
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当館の資料のうち、国の重要文化財に指定され

た「東京府・東京市行政文書」や、江戸明治期史

料の一部資料、公報については原本保護のため、

マイクロフィルムから変換したデジタル画像をＤ

ＶＤ（ＲＡＭ）に保存し、平成 17 年度から閲覧室

のパソコンに接続した再生装置（ＤＶＤ-ＲＡＭド

ライブ）でご覧いただいていました。 

 

しかし、再生装置やＤＶＤの経年劣化の恐れも

あり、ＤＶＤに記録されているデジタル画像をＮ

ＡＳ（ネットワーク対応型の外部記憶装置）に保

存し、ネットワーク経由で画像を閲覧できるよう

準備を進めてきました。 

 

テスト等を重ね、このたび平成 29 年４月よりＤ

ＶＤを再生装置にセットすることなく、デジタル

データが閲覧できるようになりました。 

 

その結果、窓口でＤＶＤを請求することなく、

すばやくデジタル画像をご覧いただける上、画像

検索閲覧ソフトの検索スピードや画像の読み込み

スピードも向上しました。デジタル画像の閲覧は

当館閲覧室のみとなりますが、ぜひご利用くださ

い。 

 

 

［画像検索閲覧ソフトの操作方法］ 

＊なお、画像検索閲覧ソフトの操作は、基本的に

変更はありません。 

 

 

①画像検索閲覧ソフトのアイコンをクリックしま

す。 

 

 
②検索項目「タイトル」で請求番号、ＤＶＤ番号

または資料名で検索してください。 
 
 
 
 
 
 
 

③検索がヒットすると資料の一覧が表示されます。 

④閲覧したい資料の請求番号をクリックするとデ

ジタルデータが表示されます。 

⑤画面の印刷をする場合は、印刷のアイコンをク

リックして下さい。 

 
なお、画像検索閲覧ソフトの詳しい操作マニュ

アルを、当館閲覧室にご用意しています。 
 

デジタルデータ閲覧方法の変更 
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当館では作成後 30 年を経過した都文書につい

て、作成局との協議を経て、毎年４月に公開する

「30 年公開」事業を行っています。 

今回は、今年度新たに公開した昭和 61 年度作成

文書の中から、「文書の減量化―ＣＯＭＥＴ（コメ

ット）作戦―の推進について（依頼）」（請求番号 

２１８．Ｂ６．０５）をご紹介します。 

都庁舎の新宿移転は、「東京都庁の位置を定める

条例」が昭和 60 年（1985）９月 30 日の都議会本

会議で可決され、決定しました。 

そして、同年 10 月 24 日に開催されたシティ・

ホール建設協議会において「新宿都庁舎建設計画

に関する検討事項について」の協議が行われます。

その中で、文書管理等の改善があげられました。 

そこで総務局は、新都庁舎（新宿）における文

書の減量化により快適な執務環境の確保を図るた

め、ＣＯＭＥＴ作戦を実施することとしました。

（ＣＯＭＥＴ作戦：Ｃlean Ｏffice of (Tokyo) Ｍ

ＥＴro politan government から作られた名称） 

本公開文書は、このＣＯＭＥＴ作戦の推進を依

頼することを決定したものです（昭和 61 年８月

11 日知事決定）。 

依頼内容は、各局において「局文書減量化対策

委員会」を設置し、この運動の推進体制を整える

とともに、全庁的な事務局としての「文書減量化

検討会」に対する職員の出席について配慮するこ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ととされています。 
また、添付資料には作戦の具体的な内容が示さ

れており、目標として新庁舎移転時の一人当たり

の文書等の保存量を、廃棄やＯＡ化により減量化

し、現状の 10.15ｍ（Ｂ５版）から 7.52ｍ、Ｂ４

版に換算して 5.64ｍとするとしています。（ｍ：

ファイルメートル（Ｆｍ）。文書を積み重ねたらど

のくらいになるかの量。本文書ではｍで表示して

いる。） 
減量化の方策としては、不用及び不活用文書、

図書、印刷物、資料等の廃棄・共有化、資料のＯ

Ａ化（光ディスク）、民間倉庫委託、公文書館への

引継ぎ、が示されています。 
 なお、参考として、文書減量化運動のネーミン

グ候補の資料が添付されています。候補は 15 あり、

中には 「シェイプアップ“マイ・オフィス”」や

「“エクボ作戦”Everyone(みんな) Clean(きれい

な) Bright(明るい) Office(事務室)」など当時

の世相を感じさせる候補もあります。また、ポス

ター・パンフレット等の標語候補では、「空地創造

―ＬＥＳＳ ＰＡＰＥＲ」や「しろやぎさん く

ろやぎさんプラン―だいじな文書は光ディスクに、

いらない文書は黒やぎさんにあげましょう。―」

といったユニークな候補がみられました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規公開公文書のご紹介(平成２９年度公開) 

「文書の減量化―ＣＯＭＥＴ（コメット）作戦―の推進について（依頼）」（請求番号 ２１８．Ｂ６．０５） 
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当館では、東京都の重要公文書を引き継ぐとと

もに、東京に関する歴史資料を広く収集していま

す。その一例として、平成 28 年度に寄贈された資

料を紹介します。 

■寄贈資料の概要 

寄贈者は、明治時代に柴又で商店を営んだ髙木

太右衛門氏ご子孫の髙木伸郎氏です。寄贈された

資料は、東京府が交付した菓子仕入鑑札（木製）、

煙草仕入鑑札（木製）、売薬請売免許之証及び戦前

の家資料などでした。その中に、以下に紹介する

絵葉書も含まれていました。 

■寄贈資料「和洋女子専門学校開校記念（絵葉書

５枚入り）」の紹介 

絵葉書は５枚あり、それぞれの絵葉書には、 

「故校主及校長ノ小照」「生徒洋服裁縫ノ実況」、

「生徒和服裁縫ノ実況」「和洋裁縫女学校校舎ノ一

部」と説明が書いてあります。 

裁縫の実況写真を見比べると、和裁は正座、洋

裁は椅子に座って実習している様子がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■和洋裁縫女学校と和洋女子専門学校 

絵葉書には、なぜ和洋女子専門学校ではなく、 

 

 

和洋裁縫女学校校舎が含まれるのでしょうか。 

寄贈された絵葉書の外包み等に開校年が書かれ

ていなかったので、当館所蔵の「堀越学園専門学

校設置ノ件」『私立学校 冊の１１５』（３１０.

Ｅ３．０６）にて確認したところ、設置申請は、

昭和３年３月 10 日に提出され、同年 10 月 15 日に

文部大臣認可となっていることがわかりました。

この認可申請では、実業学校令により設置してい

る和洋裁縫女学校高等学校師範科の組織を改め、

専門学校令第四条により和洋女子専門学校を設置

したいと伝えています。このことから、和洋女子

専門学校の絵葉書に、前身に当たる和洋裁縫女学

校校舎の写真も使用されたのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歴史資料としての絵葉書 

これら絵葉書は、昭和３年頃に作成されたもの

と考えられます。絵葉書が髙木家に所蔵されてい

たのは、寄贈者の髙木伸郎氏の母、文子さんが、

昭和９年に和洋裁縫女学校に在学されていたため

です。 

この絵葉書の他に、昭和８年の和洋裁縫女学校

改築記念絵葉書も寄贈されました。 

このように絵葉書資料は、当館所蔵の公文書等

を補う資料として、また、当時の状況を視覚的に

知ることができる歴史資料と位置付けることがで

きるでしょう。 

寄贈資料の紹介「和洋女子専門学校開校記念（絵葉書５枚入り）」 

和裁の様子 

洋裁の様子 

和洋裁縫女学校校舎の一部 
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■都史資料集成Ⅱ図録東京都政２ 

「文化スライド」でみる東京～昭和 30 年代 

東京都公文書館では、昭和 18 年（1943）の東京

都制施行から昭和 30 年代までを対象に、都政の歩

みをたどる資料集『都史資料集成Ⅱ』（本編８巻、

別編２巻）を刊行しています。 

本書はその別編として、東京都が都政広報のた

めに作製・発行した「東京都文化（広報）スライ

ド」を素材に、昭和 30 年代の東京の姿を紹介した

ものです。 

平成 27 年度に刊行した図録東京都政１の続編

となります。 

昭和 30 年代の東京は、急激な人口集中や経済発

展を遂げる一方で、交通事故の急増や大気汚染・

騒音などの都市公害が顕在化していきます。さら

にオリンピック開催が決定したことで、急速に変

ぼうを遂げていくことになります。 

ぜひ本書をお買い求めいただき、変わりゆく 30

年代東京の姿をじっくりとご覧ください。 

【構成】 第一 変わっていく東京 

第二 失われゆくくらし 

第三 工業都市東京 

第四 都市整備とオリンピック 

 

■『東京市史稿』産業篇第五十八 

 本巻には嘉永３年（1850）正月から嘉永７年

（1854）６月に至る、江戸の産業・経済・流通等

に関わる基本史料を 196 タイトルにわたって収録

しています。天保改革の一環として株仲間の解散

が命じられてから 10 年目の嘉永４年３月、新規に

結成された一部の仲間を除き再興が許可されまし

た。掲載史料からはこれを受けたさまざまな動向

を読み取ることができます。解読の手引きに掲載

された「株仲間再興と名主の活躍」も参照しなが

らお読みいただきたいと思います。 

 嘉永５年５月 22 日には西丸御殿が全焼、幕府は

ただちに再建に着手します。これにともない建築

資材や職人賃金の便乗値上げを抑制しつつ、大規

模な職人の動員が命じられました。対外関係の緊

張も高まる中、幕府はできるだけ手間を省き短期

間での再建を目指していきます。 

 

 

嘉永６年６月３日、浦賀沖にペリー率いる軍艦

４隻が来航、幕府はこれ以後江戸湾防備を本格化

させます。これらに関する史料は既刊の港湾篇第

２や市街篇第 43 に掲載済みですが、本巻にはその

産業・経済への影響に関わる記事を集めました。

たとえば火薬の確保を図る必要から火薬製造が水

車所持者に委託されていましたが、嘉永７年４月

には荏原郡小山村で、６月には柏木淀橋町で爆発

事故が続発、多数の死傷者が出ています。 

 騒然とした幕末の世相、その多様な側面を『東

京市史稿』収録史料からご味読いただければ幸い

です。 

 
 

 

 

刊行物のご案内 

都史資料集成Ⅱ 図録東京都政２ 
「文化スライド」でみる東京～昭和 30 年代 

価格 4,210 円

東京市史稿 産業篇第五十八      価格 3,200 円

【販売】東京都庁第一本庁舎３階 都民情報ルーム 

℡03-5388-2276 
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利  用  案  内 

◇ 来館について 

当館の利用には予約の必要はありませんが、

次のような場合は、事前にご連絡ください。 

・専門的な調査や、古い資料についてのご相談 

・大量に資料を利用したい場合 

・撮影したい場合（要撮影室予約） 

◇ 複写について 

複写を希望される方は「複写申請票」に記入

しご提出ください。電子式複写は、一人（１団

体）１日 20 枚までです。ただし、マイクロフ

ィルム及び電子媒体からの複写については枚

数制限がありません。複写料金は、いずれも１

枚 10 円です。 

 ※できる限り小銭をご用意ください。 

◇ 利用制限のある資料 

以下の資料については利用が制限されます。

① 作成又は取得後 30 年を経過していない公文書

② 「東京都公文書館における公文書等の利用に関

する取扱規程」第２条第２項又は第３項により一

般の利用が制限されている次の公文書等 

・個人情報等が記録されているもの 

・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの 

・現在、館において使用しているもの（目録作成など、保存

及び利用の開始のため使用しているものを含む。）  

・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された資料 

◇ 閲覧方法 

当館の資料は、全て閉架式の書庫に保管して

あります。閲覧を希望される方は、閲覧室に備

付けの目録やパソコン端末で希望の資料を検索

し、「閲覧票」に記入し、ご提出ください。 

資料によっては原本保護のため、マイクロフィ

ルム又は電子媒体での閲覧をお願いしています。

利 用 案 内 ・ 交 通 案 内 

①東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川」駅

東口下車 徒歩約 15 分 

②東急大井町線「上野毛」駅下車 徒歩約 10 分 

③二子玉川駅・上野毛駅 東急バス「玉川高校前」

下車（黒 02 系統） 

◇ 利用の注意点 

当館１階入口で入館受付を済ませた後、上履

きに履き替え、２階閲覧室へお入りください。

バッグ等のお荷物は、ロッカー（無料）に入れ

てください。 

※鍵の紛失にご注意ください。 

※エレベータはありません。 

【所在地】〒158-0094 東京都世田谷区玉川１-20-１

【TEL】03-3707-2603 【FAX】03-3707-2500 

【 】 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/ 

01soumu/archives/index.htm 

平成 29 年７月１日より、複写料金が１枚 10 円

に改定されました。 

【利用案内】               【案内図・交通機関】 

① 利用時間 

月曜日～金曜日 ９時～17 時 

② 各種申請票及び精算の受付時間 

９時～12 時、13 時～16 時 30 分 

③ 休館日等 

・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日 

・毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）及び年度末 

 最終の平日 

・年末年始（12 月 28 日～１月４日） 

・臨時の休館日として公示した日 

※臨時に閲覧を停止する日もありますので、事前に 

当館ＨＰにてご確認ください。 

④ 来館についてのお願い 

ご来館の際は公共交通機関をご利用ください。 

なお、身体障害者用の駐車スペースをご用意して 

います。 

バイク・自転車は、駐輪スペースをご利用ください。 

 

 

 

 




